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沖縄県における海岸漂着物対策を推進するための計画 

「沖縄県海岸漂着物対策地域計画」 

 

 

沖縄県では、海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するため、「美しく豊かな自然を保

護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に

関する法律」（平成 21 年法律第 82 号。以下「海岸漂着物処理推進法」という。）の規定によ

る国の基本方針に基づき、海岸漂着物対策を推進するための計画である「沖縄県海岸漂着物

対策地域計画」を策定する。 

本計画は、沖縄県内における海岸漂着物対策の進捗や取り巻く環境の変化、国の基本方針

の改訂等に対して柔軟に対応し、必要に応じて計画内容の見直し等を行うものとする。 

 

第１章 海岸漂着物対策の推進に関する基本的方向 

１．我が国における海岸漂着物対策の経緯 

国土の四方を海に囲まれた我が国において、海岸は、我々にとって身近な存在であり、古

来より我が国の人々の生活と生産活動を支えてきたかけがえのない国民共有の財産である。 

しかしながら、近年、我が国の海岸には、海外由来のものを含む大量の漂着物が押し寄せ、

生態系を含む海岸の環境の悪化、白砂青松に代表される美しい浜辺の喪失、海岸機能の低下、

漁業への被害等の深刻な問題が発生している。 

海岸漂着物の対策については、これまでも地域住民、民間団体、非営利活動組織（以下「NPO

等」という。）、国や地方公共団体等の関係者において様々な取組がなされてきた。政府にお

いては、海岸漂着物等に関する実効的な対策を検討する体制を整えるため、平成 18 年 4 月に

「漂流・漂着ゴミ対策に関する関係省庁会議」が設置され、関係省庁間で検討を行った結果

を踏まえ、平成 19 年 3 月に、関係省庁が当面取り組むべき施策等について取りまとめがなさ

れた。その後、当該取りまとめを踏まえ、関係省庁において各種の具体的な施策が進められ

てきたものの、海岸漂着物の問題をめぐっては、関係省庁を始めとする関係者の努力にもか

かわらず、なお処理し切れない量と質の海岸漂着物が各地の海岸に流れ着いていること、海

岸漂着物等の処理に関する体制のあり方が明確ではないこと、他の都道府県や周辺国に由来

するものも多く、被害を受ける海岸を有する地方公共団体による対応だけでは必ずしも十分

ではないこと等の課題があり、なお、依然として海岸を有する地域において重要な問題となっ

ている。 

海岸漂着物は、国内由来のものは山、川、海へとつながる水の流れを通じて海岸に漂着し

たものであり、我々の日頃の行動や社会の有り様を映し出す鏡とも言え、また、海外由来の

ものが多くを占める地域もある。このため、我が国の美しい山河と豊かな海を守っていくた

めには、海岸を有する一部の地域だけでなく広範な国民や関係団体等が連携した取組が必要

となっている。 

このような状況を踏まえ、平成21年7月に海岸漂着物対策の推進を図ることを目的として、

「海岸漂着物処理推進法」が成立した。 

今後の我が国における海岸漂着物対策は、海岸漂着物処理推進法の基本方針にのっとり、

関係者の適切な役割分担と幅広い連携・協力の下で、各種の施策が総合的かつ効果的に推進

されなければならない。 
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２．沖縄県における海岸漂着物対策の状況 

沖縄県は、49 の有人島を含む 160 の島嶼からなる日本唯一の離島県であり、県全体で約

2,027 ㎞の海岸線延長（全国第 4 位）を有し、亜熱帯特有のサンゴ礁や美しい海浜、広大な

マングローブ植生帯や特徴的な干潟等、優れた自然景観を呈している。しかしながら、県内

の多くの島々には主に海外から大量のごみが漂着し続けており、海岸漂着物は、海岸の景観

や生態系、ひいては沖縄の重要産業でもある観光にも影響を与えかねない深刻な問題となっ

ている。 

海岸漂着物対策としては、発生源対策のほか、繰り返し漂着するごみを回収・処理すると

いう清掃活動が必要である。 

海岸漂着物処理推進法では、海岸管理者はその管理する海岸の土地において海岸漂着物等

の処理のために必要な措置を講じなければならないとされている。しかしながら、実際には

海岸管理者だけでは十分な海岸漂着物対策ができないのが現状であり、回収ボランティアや

地域の多様な関係機関の協力・参画が必要であるのに加え、回収処理に係る費用の確保も大

きな課題となっている。特に人口の少ない離島では、回収作業に係る人材の確保が難しく、

更には島内に十分な処理施設が無いため遠方の処理施設へ海上運搬する費用も必要になる等、

対策は更に困難な状況となっている。 

 

３．沖縄県における海岸漂着物対策の基本的方向性 

海岸漂着物対策は、海岸漂着物等の円滑な処理を図るための施策と発生抑制を図るための

施策の推進を通じて、海岸における良好な景観及び環境の保全を図ることを目的とする。 

海岸漂着物対策の実施に際しては、現在及び将来の県民が海岸のもたらす恵みを受けられ

るよう、海岸の多様な環境（良好な景観、豊かな生態系、公衆衛生等）が総合的に「保全」・

「再生」されることを旨として行われることが必要である。 

これらの視点を踏まえた上で、今後の海岸漂着物対策の推進に関する基本的な考え方は以

下のとおりである。 

なお、海岸漂着物処理推進法では、政府は海岸漂着物対策を推進するための必要な財政上

の措置を講じなければならないとされている。これらの海岸漂着物対策を推進するため、積

極的に国への財政措置を要請する必要がある。 

 

（１）海岸漂着物等の円滑な処理 

大量の海岸漂着物等が海岸に集積することにより海岸の清潔の保持に支障が生じている地

域においては、海岸漂着物等の円滑な処理を進めることによって海岸の清潔の保持を図るこ

とが必要である。また、海岸漂着物等を処理することは、海岸の清潔の保持に加え、海岸漂

着物等の海域への流出防止により海洋環境の保全にも資することにかんがみ、状況に応じた

機動的な処理に努めることが重要である。 

このような観点から、沖縄県では、海岸漂着物等の円滑な処理に関し、以下に示す海岸管

理者等の処理の責任や市町村の協力義務等の基本的事項に留意して、海岸漂着物等の円滑な

処理を図るものとする。 

 

① 海岸管理者等の処理の責任等 

ア 海岸管理者等の処理の責任 

海岸管理者等は、管理する海岸の土地の清潔が保たれるよう、海岸の地形、景観、生態
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系等の自然的条件や海岸の利用の状況、経済活動等の社会的条件に応じて、海岸漂着物等

の量及び質に即し、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講ずるものとする。その際に

は、海岸漂着物対策の経緯等の地域の実情を踏まえ、海岸漂着物等の回収や処分等に関し

て地域の関係者間で適切な役割分担のもと実施するものとする。 

また、海岸管理者等ではない海岸の土地の占有者・管理者は、その占有・管理する海岸

の土地の清潔が保たれるよう努めるものとする。 

 

イ 市町村の協力義務 

市町村は、海岸漂着物等の処理に関し、必要に応じ、海岸管理者等又は海岸の土地の占

有者・管理者に協力するものとする。 

海岸漂着物等の円滑な処理に係る市町村の協力の在り方については、海岸漂着物対策の

経緯や体制、海岸漂着物等の実態等、地域の実情を踏まえ、関係者間で合意形成を図るこ

ととする。市町村の協力とは、例えば、海岸管理者等と連携して海岸漂着物等の回収を行

うこと、回収された海岸漂着物等を市町村の処理施設において処分すること等が挙げられ

る。 

 

② 市町村の要請 

市町村は、海岸管理者等が管理する海岸の土地に海岸漂着物等が存することに起因して地

域住民の生活や漁業等の経済活動に支障が生じていると認めるときは、当該海岸管理者等に

対し、海岸漂着物等の処理のため必要な措置を講ずるよう要請できるものとする。 

市町村から海岸管理者等に対して海岸漂着物等の処理に関し要請があった場合において、

要請を受けた海岸管理者等は、当該要請の趣旨を踏まえてその内容を検討し、必要があると

判断する場合には、海岸漂着物等の処理のため所要の措置を講ずるものとする。 

 

③ その他海岸漂着物等の円滑な処理に関する事項 

ア 廃棄物の処理及び清掃に関する法律その他の関係法令の適用関係 

回収された海岸漂着物等については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45

年法律第 137 号。以下「廃掃法」という。）の規定に基づいて適正に収集、運搬、処分を行

うものとする。 

また、海岸に漂着している物が不法投棄等によって生じたものであって原因者の特定が

可能な場合については、海岸漂着物処理推進法の規定にかかわらず、引き続き、廃掃法そ

の他の関係法令の規定に基づいて当該原因者の責任においてその処理を図るものとする。

また、船舶から流出した石油類や有害液体物質については、引き続き、海洋汚染等及び海

上災害の防止に関する法律（昭和 45 年法律第 136 号。以下「海洋汚染防止法」という。）

等に基づいて防除措置等の適切な実施を図るものとする。 

 

イ 大量の海岸漂着物等が存する地域における処理の推進等 

沖縄県知事は、海岸漂着物が存することに起因して地域の環境の保全上著しい支障が生

ずるおそれがあると認める場合、例えば、洪水や台風等の災害等によって流木やごみ等が

大規模に漂着した際に、沖縄県が緊急的に国の災害関連制度を活用する必要がある場合等、

特に必要があると認めるときは、環境大臣その他の関係行政機関の長に対し、当該海岸漂

着物の処理を的確かつ安全に実施するために必要な資料及び情報の提供、技術的助言その

他の協力を求めるものとする。 
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ウ 沖縄県による援助 

沖縄県は、県内の各地域における広域かつ詳細な自然的社会的条件に係る情報を有する

ことから、海岸管理者等や海岸の土地の占有者（占有者がない場合には管理者とする。）に

よる海岸漂着物等の円滑な処理が推進されるよう、これらの者に対し、必要に応じて、海

岸漂着物等の処理に必要な資料及び情報の提供、意見の表明、技術的支援その他の援助を

するものとする。 

市町村が海岸漂着物等の処理に関して海岸管理者等に協力する場合には、沖縄県は、海

岸管理者等への援助の一環として、当該市町村に対してもこれを行うものとする。 

 

エ 廃棄物処理施設の整備の促進 

沖縄県は、海岸漂着物等を含む廃棄物を適正に収集、運搬及び処分するために必要な措

置を講ずるものとする。特に廃棄物処理施設が十分でない離島地域等においては、運搬ルー

トの合理化など効率的な処理体制の構築を図るとともに、必要に応じて国の支援を受けた

上で、市町村が海岸漂着物等を含む廃棄物の処分を行うために必要な廃棄物処理施設の整

備を促進するものとする。 

 

（２）海岸漂着物等の効果的な発生抑制 

海岸漂着物の問題の解決を図るためには、海岸漂着物等の処理の推進に加えて、海岸漂着

物等の効果的な発生抑制を図ることが必要である。 

 

① ３Ｒの推進による循環型社会の形成 

海岸漂着物等には、県民生活に伴って発生するごみ等が海岸に漂着することによって生ず

るものが含まれており、海岸漂着物等の発生抑制を図るためには海岸漂着物等となるごみ等

の排出抑制に努めることが重要である。 

沖縄県では、「循環型社会形成推進基本法」（平成 12 年法律第 110 号）に規定する基本原則

に基づき、「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」（平成 7 年法律第

112 号）をはじめとする各種リサイクル法の適切な実施や、3R（リデュース、リユース、リ

サイクル）の推進により、廃棄物の排出の抑制と廃棄物の適正な処分を確保し、県内におけ

る大量生産、大量消費、大量廃棄の社会構造を見直すことでいわゆる循環型社会の実現を図

るよう努めるものとする。 

 

② 発生の状況及び原因に関する実態把握 

海岸漂着物等の発生実態には未解明の部分が多い。海岸漂着物等の発生抑制のための効果

的な施策を的確に企画・実施するためには、その発生実態を可能な限り把握することが必要

である。 

沖縄県は、海岸漂着物等の発生状況、発生原因の実態を把握するため、定期的に調査を行

うよう努め、得られたデータや把握した状況について、関係者間で情報を共有するよう努め

るとともに、インターネット等を活用して積極的に広報し、海岸漂着物の問題に関する普及

啓発を図るよう努めるものとする。また、海岸漂着物等の実態については、NPO 等その他の

民間団体等や学識経験者によって自主的に各種の調査活動がなされているところであり、沖

縄県はこれらの調査活動の結果を収集、整理し、施策に活用するよう努めるものとする。 
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③ ごみ等の適正な処理等の推進 

海岸漂着物には、生活系のごみや漁業等の事業活動に利用され不要となった用具等が散見

されることから（生活系ごみや事業活動に利用され不要となった用具等が適正に処分されな

い場合、その一部が水域を経て海岸漂着物となるおそれがあるため）、これらを廃棄物として

適正に処分することは、ひいては海岸漂着物等の発生の抑制にも資すると考えられる。 

県民は、生活系ごみの減量化や再生品の使用等の取組によって、日常生活に伴って自ら排

出するごみ等の排出抑制に努めるとともに、日常生活において生じたごみ等をなるべく自ら

処理することやリサイクルのための分別収集への協力等の取組に努め、海岸漂着物等の発生

抑制に努めるものとする。 

事業者は、その事業活動に伴って海岸漂着物等が発生することのないように努めるととも

に、事業活動に伴って生じる廃棄物を適正に処分すること等によって、海岸漂着物等の発生

抑制に努めるものとする。 

 

④ ごみ等の投棄の防止等 

ごみ等の投棄については廃掃法等に基づく規制によって対応されるべきものであり、沖縄

県は、不法投棄に関する規制の適切かつ着実な執行に努めるものとする。 

海岸漂着物等は、生活系ごみをはじめ身近な散乱ごみに起因するものも含まれており、こ

れらは山、川、海へとつながる水の流れを通じて発生するため、海岸を有する地域だけでは

なく、広く各界各層の県民が海岸漂着物問題への認識を深め、ごみ等の投棄を行わないこと

が重要である。また、事業者は自らに加え一般消費者等に対する啓発に努める必要がある。

加えて、海岸漂着物等には、船舶の航行に伴い生ずるものも含まれているとの指摘があるこ

とから、船舶所有者への海岸漂着物問題の周知や、ごみ等の海上投棄の防止措置も進める必

要がある。 

沖縄県は、廃掃法や海洋汚染防止法等に基づく規制と併せて、ごみ等の投棄の防止を図る

ため、「ちゅら島環境美化条例」によるごみ散乱防止啓発活動等の普及啓発や環境教育の推進

を通じて県民の環境保全に対する意識の高揚とモラルの向上を図り、また市町村と連携して、

パトロール等の監視活動の実施による不法投棄の抑制や早期発見、警告看板の設置、地域に

おける継続的な清掃活動の実施によるごみ等の投棄がしにくい地域環境の創出等に努めるも

のとする。 

 

⑤ ごみ等の水域等への流出防止 

海岸漂着物等には森林、農地、市街地、河川、海岸等の土地から河川その他の公共の水域

又は海域に流出したもの（流木等の自然由来のものも含む。）も含まれるため、海岸漂着物等

の発生抑制を図るためには、これらのものの水域等への流出防止を図ることが重要である。 

県民又は事業者は、その所持する物や管理する土地を適正に維持・管理すること等によっ

て、海岸漂着物等の発生抑制に努めなければならない。 

沖縄県は、土地の占有者又は管理者に対し、土地の適正な管理に関し必要な助言及び指導

を行うよう努めるものとする。更には、沖縄県における他の管理・保全事業と連携した効率

的な排出抑制を図ることも必要である。 

あわせて、土地の占有者又は管理者は、当該土地において、一時的な事業活動（イベント

の開催、露店の営業等）その他の活動を行う者に対し、器材等の適切な管理や処分等に関す

る必要な要請を行うことを通じてごみ等の排出の防止に努めることが必要である。 
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⑥ 地域外からの海岸漂着物に対する連携 

沖縄県知事は、海岸漂着物の一部が他の区域（周辺国・他の都道府県・市町村等）から流

出したものであることが明らかであると認めるときは、当該区域に対して海岸漂着物の処理

やその発生抑制等に関して協力を求めることとする。 

 

（３）多様な主体の適切な役割分担と連携の確保 

海岸漂着物の対策に関しては、国・地方公共団体の他、意欲ある県民や民間団体等の多様

な主体が、適切な役割分担の下で積極的な取組に努めること、各主体が相互に情報を共有し

つつ連携・協力することが必要である。 

 

① 県民、民間団体等の積極的な参画の促進 

海岸漂着物は、国内外から発生するものであり、海岸漂着物問題は海岸を有する地域だけ

でなく、広範な県民による協力が不可欠である。 

沖縄県は、海岸漂着物等の問題や処理等に対する県民の意識の高揚を図り、県民や民間団

体による自主的・積極的な取組や、地域の多用な主体の連携・協力を促進するため、普及啓

発等の施策を講じるよう努めるものとする。 

 

② 自発的な意思の尊重と公正性・透明性の確保 

県民や民間団体等は、それぞれの問題意識や関心等に基づいて自発的な意思のもとに海岸

漂着物への取組に参加することを基本とする。このような自発的な意志が、民間団体等が活

動を開始し、継続する動機（駆動力）となるものであるため、沖縄県との連携に際しては、

その自発性・主体性が尊重されなければならない。 

また、様々な主体が相互理解や信頼関係の下に、自発的な意欲をもって活動に参画し、相

互に連携していくためには、当事者の公正性や透明性の確保が必要である。沖縄県はこの点

に留意し、多様な主体による継続的な活動への参画が保たれるよう配慮しつつ、施策を進め

るものとする。 

 

③ 民間団体等との緊密な連携と活動の支援 

ア 民間団体等の知見等の活用と緊密な連携 

民間団体等は、海岸漂着物等の処理等において自ら活動を行うことに加え、県民による

活動の促進のための環境教育や普及啓発活動等への参画を通じて地域の各主体の連携・協

働のつなぎ手としての役割を担うことによって、重要な役割を果たすことが期待される。 

沖縄県においては、これらの団体が自らの活動により海岸漂着物対策に関する豊富な経

験と知識、関係者による幅広いネットワーク、海岸清掃のノウハウ等を持ち合わせている

ことを重視し、これらの知識や技術等を県内において幅広く活用できるよう配慮すると共

に、これらの団体との緊密な連携の確保に努めることが必要であり、更には民間団体等に

よる活動の充実に向けた支援（財政上の配慮、技術的助言等）に努めるものとする。 

 

イ 民間団体等の活動における安全性の確保 

海岸漂着物等の中には、使用済みの注射器等の医療廃棄物やガスボンベ等をはじめ危険

物が含まれているため、回収を行う主体の安全確保が必要である。 

このため、沖縄県は、民間団体等への支援に際し、知識の普及や助言を行うこと等によ

り、その活動の安全性の確保に十分な配慮を行うよう努めるものとする。 
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（４）国際協力の推進  

海岸漂着物は国境を越えて国外からも漂着することから、関係国との共通認識の醸成や協

力体制の構築を図ることによって、国際的な協調の下でその解決が図られるよう取組が推進

されるべきである。 

沖縄県では、海外由来の海岸漂着物が多くみられることから、その漂着状況について地域

住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体の関係者が協力し、海岸漂着物のモニタリング等を

行うと共に、その情報を発信するよう努めることとし、国と関係国との協調や国際協力によ

る対策の推進に協力するものとする。 

 

（５）その他海岸漂着物対策の実施に必要な事項 

① 環境教育及び普及啓発 

海岸漂着物対策を実施する上では、各界各層の県民が当事者意識をもって行う自主的・積

極的な取組を促進するべきである。 

沖縄県は、環境教育の推進に必要な施策（環境保全等に関する教育や学習の振興等）を講

ずること、広報活動等の充実によって県民に対する普及啓発を図るとともに、自発的な美化

活動を促進するものとする。更には、NPO 等その他の民間団体等が自主的に清掃キャンペー

ンその他の活動を行っていることから、沖縄県は環境教育や普及啓発に際して、これらの活

動を行う民間団体等との連携を図ることにより、その有する知見やネットワークの活用に努

めるものとする。 

 

② 海岸漂着物対策活動推進員等の活用と将来の対策を担う人材の育成 

海岸漂着物処理推進法に規定されている海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活

動推進団体等は、地域のパートナーシップづくりの中核的主体の一つとしての役割が期待さ

れる。 

このため、沖縄県では、普及啓発や関係者の連携の確保に際して、海岸漂着物処理推進法

の規定により県知事が指定した海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策活動推進団体

等の活用を図るものとする。 

また、沖縄県では、海岸漂着物の対策は長期的な展望に立ち、将来を見据えた体制づくり

も重要と考えられることから、県内において地域住民、民間団体、行政機関、学校教育機関

等を対象として、将来の海岸漂着物対策を担う人材の育成・教育を推進していくものとする。 

 

③ 技術開発、調査研究の推進 

ア 効率的・効果的な回収方法 

海岸漂着物等の処理の推進を図るためには、効率的・効果的な回収を行うことが必要で

ある。特に離島等においては海岸への機材等の搬入や海岸漂着物等の運搬が困難な場合も

ある。 

このため、沖縄県では、離島等における海岸へのアクセスが困難な場所での回収をはじ

め、海岸漂着物等の効率的・効果的な回収に向けた手法の調査研究を推進するよう努める

ものとする。 

 

イ 海洋漂着物等の処理等に関する技術 

海岸漂着物等の円滑な処理を図るためには、その多様な性質や態様等に即した適切な方
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法が求められるため、技術開発の果たす役割は大きい。また、海岸漂着物等の効率的な処

理や再生利用等によって廃棄物の減量化を進めることは、海岸漂着物等の処理施設や処理

費用等の対応が十分でない離島等においては、対策を進める上で大きな利点となると考え

られる。 

このため、沖縄県は多様な物質を含む海岸漂着物等について、適正かつ効率的な処理技

術や、循環型社会にふさわしいリサイクル技術に関する調査研究の推進に努めるものとす

る。 
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第２章 沖縄県における海岸漂着物対策を推進するための計画 

「沖縄県海岸漂着物対策地域計画」 

 

沖縄県における地域計画は、政府が海岸漂着物処理推進法により定める「海岸漂着物対策

を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」（以下「基本方針」という。）に基づき、

同法第十四条の規定、及び「琉球諸島沿岸 海岸保全基本計画（沖縄県・平成 15 年 4 月」、

「沖縄県環境基本計画（平成 15 年 4 月）」及び「沖縄県観光振興基本計画（平成 14 年 5 月）」

等の方針に沿って沖縄県が作成するものである。 

 

１．海岸漂着物対策を重点的に推進する区域及びその内容 

（１）選定方針 

海岸漂着物対策を重点的に推進する区域（以下「重点対策区域」とする）は、海岸漂着物

の量と質、漂着状況に加え、対象区域の自然環境（環境保全の観点からみた特徴、地形の特

徴等）、社会環境（海岸漂着物が与える観光への影響、海岸清掃活動の状況等）等の情報を収

集整理し十分検討した上で、海岸あるいは区域毎に重点対策の必要性に関する評価を実施し、

選定する。なお、選定基準は、地域の特性や多様な地域関係者からの意見を踏まえて検討す

るものとする。 

 

（２）重点対策区域の選定 

県内の各地域・島毎に、海岸の地形的条件やごみ漂着条件等を勘案し、海岸漂着物の被害

が想定される区域を設定する。 

 

（３）重点対策区域における海岸漂着物対策の優先度 

海岸漂着物対策実施における優先度を決定するにあたっては、県内を 4つの地域に区分し、

それぞれの地域特性に応じた対策の基本方針を策定し、地域毎に個別の視点をもって、特に

下記の事項に配慮して選定するものとする。また、対策の優先度の評価方法については、別

紙 2に示す。 

① 沖縄本島地域 

本地域は、ボランティア清掃活動が盛んであり、県内においては処理能力の点で比較的施

設の充実が図られている一方で、清掃活動が盛んな海岸とあまり清掃されていない海岸が存

在している。また、一部海岸では地域住民の生活及び生産活動に起因する海岸漂着物が顕著

であるとの指摘がなされている。したがって、これらの問題に配慮した選定を行うことを基

本とする。 

 

② 本島周辺の離島地域 

本地域の島々では人口が少なく、海岸清掃活動の主体のほとんどが市町村及び地元自治会

等に限られ、活動の実施機会が限られている。また、回収した海岸漂着ゴミを廃棄物処理施

設で処理できない地域では、他地域までの海上運搬から処理までを業者に委託する必要があ

るなど、運搬処理に係る委託費の予算確保等が問題となっている。したがって、回収処理に

必要な体制や運搬処理費用の問題に配慮した選定を行うことを基本とする。 

 

③ 宮古諸島地域 
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本地域は、宮古島では市の廃棄物処理施設の充実が図られてきているものの、海岸漂着物

の受入れという点からは未だに十分とはいえないこと、地域の海岸清掃活動には限界があり、

清掃活動が盛んな海岸とあまり清掃されていない海岸が存在するという問題がある。また、

他の島々では人口が少なく、海岸清掃活動の主体のほとんどが市村及び地元自治会等に限ら

れている。さらに、回収した海岸漂着ごみを廃棄物処理施設で処理できない地域では、他地

域までの海上運搬から処理までを業者に委託する必要があるなど、運搬処理に係る委託費の

予算確保等が問題となっている。したがって、回収処理に必要な体制や運搬処理費用の問題

に配慮した選定を行うことを基本とする。 

 

④ 八重山諸島地域 

本地域は、石垣島ではボランティア清掃活動が盛んであるものの、その活動には限界があ

り、清掃活動が盛んな海岸とあまり清掃されていない海岸が存在することと、市の廃棄物処

理施設の能力は、海岸漂着物の受入れという点からは必ずしも十分とはいえず、処理しきれ

ない場合は業者委託による運搬処理が必要となり、その費用負担が必要となる等の問題があ

る。また、石垣市以外の地域では、人口が少なく、海岸清掃活動の主体のほとんどが市村及

び地元自治会等に限られている。さらに、回収した海岸漂着ごみを廃棄物処理施設で処理で

きない地域では、他地域までの海上運搬から処理までを業者に委託する必要があるなど、運

搬処理に係る委託費の予算確保等が問題となっている。したがって、回収処理に必要な体制

や運搬処理費用の問題に配慮した選定を行うことを基本とする。 

 

（４）重点対策区域 

重点対策区域を別紙 1に示す。 

 

（５）重点対策区域毎の対策方針とその内容 

選定された重点対策区域については、それぞれの対策方針とその内容の検討を行った上で

対策事業を実施するものとし、資料に示す。 

 

２．関係者の役割分担及び相互協力に関する事項 

地域の関係者の役割分担及び相互協力のあり方については、対象地域における海岸漂着物

被害の状況と対策に係る課題等を把握し、海岸漂着物処理推進法や沖縄県海岸保全計画等の

方針を踏まえて検討する。 

ここで目的とするのは、地域関係者による地域の事情に見合った体制づくりである。その

ためには官民相互協力における役割分担や、他の活動との連携による地域全体の活性化、効

率的・効果的な望ましい海岸清掃体制の確立等を実現するための具体的な施策が必要である。 

 

既に沖縄県内では、様々な主体により海岸清掃活動が実施されているが、課題も多く残さ

れていることを踏まえると、関係者の役割分担及び相互協力が可能な体制づくりにあたって

は、以下に列記する点を考慮しなければならない。 

・海岸漂着物等の回収には、地域住民等のボランティア精神に基づく協力が不可欠である。 

・行政は、管理する海岸の清潔の保持に努めるとともに、清掃用具の提供や回収ごみの処理

等、地域の海岸清掃活動を支援する必要がある。 

・海岸清掃活動に熱心なボランティア団体等では、自らの活動により海岸漂着物対策に関す

る豊富な経験と知識、ノウハウ等を持ち合わせていることから、行政はこれらの知識や技
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術等を県内において幅広く活用できるよう配慮するとともに、これらの民間団体等と相互

に協力し、情報を共有して、良好な関係を築くことが重要である。 

・地域関係者の連絡調整のネットワークや組織が必要であり、県内各地域に係るものについ

ては地域住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体等の関係者が協力し、また、県内全域に係

るものについては沖縄県が推進するものとする。 

・ボランティア団体における清掃資材の確保や回収したごみの処理（特に費用、処分方法）

等に大きな課題が残されている地域では、関係行政機関を中心に対応を検討する必要があ

る。また、対応する新しい制度の検討や、制度に伴う国の財政措置を要請する必要がある。 

 

３．望ましい海岸清掃体制に関する事項 

沖縄県内における望ましい海岸清掃体制は、前節の考え方により地域住民、民間団体、NPO

等、地方公共団体等の役割分担を整理した上で、「情報の共有」「清掃計画策定」「回収体制の

確立」「コスト削減対策」の４つの方向性を持った上で構築するものとする。 

（１）情報の共有 

海岸清掃の体制を整備するにあたり、最も重要であり基礎となるのは、海岸漂着物等に係

る様々な情報を収集・整理し、地域住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体等の関係者全体

でその情報を共有することである。 

情報を共有するにあたっては、行政機関が構築する連絡体制や地域関係者による情報ネッ

トワーク、あわせてインターネットやマスコミ等を有効に活用することを前提として、関係

者全体の協力の基で情報を効率的かつ適切に集約・整理し、更には延滞なくその情報を公表

できる体制の構築を目指すものとする。 

海岸漂着物等に係る様々な情報のうち、特にその共有に努めるべき事項等は、以下に列記

する点である。 

・各海岸における海岸漂着物等の漂着量や被害の状況 

・海岸清掃の実施に係る情報 

・海岸清掃方法や運搬処理に係る情報 

・行政が実施する海岸漂着物等の対策に係る情報 

・海岸漂着物等の対策に係る普及啓発、環境教育に係る情報 

なお、より効率的・効果的な情報の共有を進めるため、沖縄県及び地域関係者は、必要に

応じて地域住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体等の関係者による協議の場を設けるもの

とする。 

 

（２）海岸清掃計画の策定 

効率的・効果的な海岸漂着物対策を進めるために必要と認められる場合には、沖縄県が中

心となり、地域毎等に、海岸清掃計画（年度計画）の策定に努めるものとする。 

海岸清掃計画を策定するにあたっては、ごみの漂着状況、国や県による対策事業や調査の

実施状況、海岸漂着物の回収に係る海岸区分（国や県の予算措置による清掃実施が望ましい

海岸、行政機関の例年予算により清掃を実施する海岸、地域住民やボランティア団体等の清

掃の実績のある海岸、新たに清掃の実施が望まれる海岸等の区分）等の情報を整理した上で、

地域住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体等の関係者による情報交換と協議を踏まえる必

要がある。 

市町村は、沖縄県等の策定した海岸清掃計画を推進するため、地域の関係者の意見を踏ま

えた上で、清掃体制の整備計画を策定するよう努めるものとする。 

なお、海岸管理者及び市町村は、国や県の補助金等を有効に活用できるように、利用でき
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る補助金制度と対象事業の内容について、地域の状況に合わせた形で整理しておくことが重

要である。 

 

（３）回収体制の確立 

海岸漂着物等の回収方法や処理方法等、必要とされる回収体制は地域毎・海岸毎等により

異なると考えられるため、それぞれの回収体制を構築する必要がある。 

回収体制を確立する上での基本理念は、「民間でできることは民間で、民間でできないこと

は行政で、行政がやるべきことは行政で実施する」とする。例えば、回収は民間が主体で実

施し、運搬・処分を行政が担当する、という体制が考えられるが、加えて、同地域内の地域

住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体等の活動情報を共有し、時には共同で海岸清掃を行

うことが可能な仕組みづくりも必要である。 

以上のことから、沖縄県では、地域関係者の役割分担及び相互協力が可能な回収体制につ

いて、具体的な対策項目毎に整理・検討した上で、取組の実施を進めるものとする。 

① 回収体制の基本方針 

海岸漂着物等の回収体制は、予め想定される清掃活動等の形態毎に、関係者の役割分担及

び相互協力の体制を考慮しつつ構築するものとする。 

想定される清掃活動等の形態としては、「通常時の海岸清掃の取組」として主に日常的な地

域の取組（ボランティア清掃等）の場合、「行政機関の例年予算による措置」として海岸管理

者等が実施する所轄の保全対策費等による回収事業等を実施する場合、「国や県等の予算措置

による回収事業」として基金や補助金等の予算措置の上で事業として実施する場合等があげ

られる。 

また、主な地域関係者の役割分担は以下のとおりとする。 

地域住民、民間団体、NPO 等は、ボランティア清掃活動の実施や行政機関等が実施する回

収事業への協力等を行う。 

市町村は、ボランティア清掃の支援、回収された海岸漂着物等の一般廃棄物としての受入

れ、国や県の補助金制度等の有効活用等を行う。 

海岸管理者は、地域の海岸漂着物被害の実情に対応した回収事業の計画と実施、回収が困

難なごみへの対応協議等を行う。回収が困難なごみのうち、特に地域住民や観光客等の生命、

身体に危険を及ぼすおそれのあるものについては、関係行政機関と連携し速やかに対応する。 

回収事業等の実施者は、適正な海岸漂着物等の回収と処理等を行う。 

沖縄県の廃棄物担当部局は、海岸漂着物等の適正処理に係る監督及び指導等を行う。 

 

② 災害等緊急時の連絡回収体制 

沖縄県内の海岸では、災害起因の場合を含め、流木、廃油、劇薬、医療系廃棄物等の危険

なごみの予期せぬ大量漂着がみられる。これらの危険なごみは再漂流による事故、自然環境

への影響、人的被害等を及ぼす恐れがあるため、早期の対策が求められる。したがって、危

険なごみの大量漂着に対しては、関係者の役割分担及び相互協力を踏まえた緊急の連絡体制

と回収体制作りが必要である。 

ア 連絡体制 

危険なごみの大量漂着がみられた場合の関係者の連絡体制は以下のとおりとする。 

沖縄県では、県と地域の関係機関が連携した対応が必要な場合、地域の関係機関で対応

が可能な場合を見極めつつ、影響の及ぶ海岸を所管する行政機関等を中心とした対策の検

討が可能となる既存の連絡体制を活用する。更に、影響の及ぶ海岸を所管する行政機関等
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は、地域関係者による情報ネットワークやマスコミ等を活用し、詳細な漂着と被害状況に

係る情報収集に努めるものとする。 

また、地域住民等が危険なごみの大量漂着を確認した場合には、速やかに海岸管理者、

市町村、地域関係者による情報ネットワーク、海上保安庁、所轄の警察署等へ通知するこ

とにより、地域関係者への周知と行政機関の対応の早期実現の支援に努めるものとする。 

イ 回収体制 

危険なごみの大量漂着がみられた場合の回収体制は、漂着したごみの種類と量により個

別に判断されるべきものであるが、概ね事業による回収と、地域住民、民間団体、NPO 等、

地方公共団体等の関係者の役割分担及び相互協力による回収に大別される。 

危険なごみの大量漂着がみられた場合の主な地域関係者の回収作業に係る役割分担は以

下のとおりとする。 

地域住民、民間団体、NPO 等は、安全が確保される範囲において回収作業への協力等を

行う。 

市町村は、回収作業の支援と連携、処理可能な危険なごみの受入れ、国の補助金制度等

の有効活用等を行う。 

海岸管理者は、回収事業の実施、回収された危険なごみの適正な処理等を行う。 

回収事業等の実施者は、適正かつ安全な回収と処理等を行う。 

沖縄県の廃棄物担当部局は、危険なごみの取扱いや適正処理に係る監督及び指導等を行

う。 

 

（４）コスト低減対策 

沖縄県内の多くの海岸では、処理費が十分に確保できないため、海岸漂着物の回収処理が

十分に行われていない実情があり、海岸漂着物対策に係るコスト低減対策を推進することは

大変重要である。 

海岸漂着物対策に係るコスト低減対策としては、短期的な視点による対策として国や県の

補助金事業等の活用による回収処理費の確保があり、また、長期的な視点による対策として

回収から処理に至るまでの工程毎に取組むコスト低減化等がある。これらのコスト低減対策

を実施するためには、対象となる海岸あるいは地域に合った対策方法を選択し、実施する必

要がある。 

① 行政が実施する対策 

海岸管理者及び市町村は、国や県の補助金等を有効に活用することにより、地域における

海岸漂着物等に係る回収処理費の負担軽減に努めるものとし、また、補助金等の効果的な活

用のために国や県の担当機関と積極的な連携、調整を図るものとする。 

沖縄県は、地域における海岸漂着物等の減容化、再利用、リサイクル等の処理コスト低減

のための情報提供や必要となる施設導入の支援に努めるものとする。特に、域内処理が困難

な離島地域における小型焼却施設等の導入等について、積極的な支援を行うものとする。 

 

② 民間が実施する対策 

地域住民、民間団体、NPO 等による、ボランティア海岸清掃活動の拡大や活動時の適切な

海岸漂着物の分別の推進、更には行政機関等が実施する海岸漂着物等の回収事業に対する積

極的な協力等は、結果として海岸管理者、市町村、回収事業者等が実施する海岸漂着物等の

対策費用の軽減につながると考えられる。地域において先進的な活動を行っている民間団体

や NPO 等は、これらの取組が推進されるよう、地域において指導的な役割を担うよう努める
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ものとする。 

地域の企業等は、企業ボランティアとしての海岸清掃活動や、自らが持つ技術を有効に活

用することにより行政機関等が実施する海岸漂着物等の回収事業に係るコスト削減への積極

的な協力に努めることとする。なお、処理を行う業者は、海岸漂着物等の処理コスト低減に

努めるとともに、減容化、再利用、リサイクル等に積極的に取組むこととする。 

 

４．その他配慮すべき事項 

沖縄県において海岸漂着物対応策を推進していくためには、先に述べた重点対策区域の選

定や、関係者の役割分担及び相互協力による海岸清掃体制の構築等のみならず、沖縄県内の

海岸区域に及ぼしている海岸漂着物被害に即した配慮事項や対策等が必要である。県内の海

岸漂着物の状況を踏まえると、対策の推進にあたり特に必要な事項としては、県内の海岸漂

着物等の状況を正確に把握するための「海岸漂着物等のモニタリング」、「普及啓発と環境教

育、将来の海岸漂着物対策を担う人材の育成」、適切な海岸清掃計画の策定と実施のための「海

岸清掃マニュアル」の整備等がある。これらの必要事項については、更に様々な対策項目が

含まれることから、有効な対策項目の選定と推進内容について検討した上で実施するものと

する。 

（１）海岸漂着物等のモニタリング 

沖縄県における海岸漂着物等の効果的な回収処理や発生抑制のための施策を実施するため

には、海岸漂着物等の漂着状況や発生源等について可能な限り把握し、施策の検討の資料と

して供することが必要である。このため、沖縄県は、海岸漂着物等の漂着状況や発生源を把

握するため定期的に調査（モニタリング）を行うよう努める他、NPO 等の定期的な海岸漂着

物対策に係る取組から得られる情報を踏まえ、海岸漂着物の基礎情報を整備するよう努める

ものとする。 

また、沖縄県では、県内における将来の海岸漂着物対策に資するため、地域住民、民間団

体、NPO 等、地方公共団体等の関係者が取組める効果的な海岸漂着物等のモニタリング手法

を策定する。 

 

（２）普及啓発と環境教育、将来の海岸漂着物対策を担う人材の育成 

① 環境教育と普及啓発の実施方針 

海岸漂着物対策に係る環境教育と普及啓発については、これまでも地域住民、民間団体、

NPO 等、地方公共団体等により様々な活動がなされている。沖縄県は、これらの関係者と連

携しつつ、県内でその情報の共有が図られるよう努めると共に、これらの取組が維持され発

展してくための体制づくりを促進する。 

 

② 環境教育及び普及啓発に係る情報の有効活用 

沖縄県内で地域住民、民間団体、NPO 等、地方公共団体等により実施されてきた海岸漂着

物対策に係る環境教育と普及啓発に係る活動とその成果については、必ずしも県内で広く情

報が共有され、十分な有効活用がなされてきた訳ではない。したがって沖縄県では、積極的

にその情報の収集、整備及び公開に努め、更には県内の関係者との連携した取組を行うため

の意見調整を行うと共に、関係者間の情報及び意見交換の場を設けることとする。更には、

県内のそれぞれの地域において有効な環境教育及び普及啓発に係る施策について十分な検討

を行い、必要な措置を講ずるものとする。 
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③ 将来の海岸漂着物対策を担う人材の育成方針 

海岸漂着物等に係る環境教育と普及啓発を続けていく上では、長期的な展望に立った取組

が必要である。そのためには、将来の海岸漂着物対策を担う人材の育成・教育を推進するた

めの体制が整えられることが重要である。沖縄県は、各界各層の県民が当事者意識をもって

行う自主的・積極的な将来に向けての取組を尊重しつつ、その援助に努め、更には海岸漂着

物処理推進法の規定により県知事が指定する海岸漂着物対策活動推進員及び海岸漂着物対策

活動推進団体等の活用等の、県の方向性に係る制度についても必要に応じて整備するものと

する。 

 

（３）海岸清掃マニュアルの策定 

沖縄県内における各地域の持続的な海岸漂着物対策を推進していくためには、海岸漂着物

の回収事業や海岸清掃活動を行う者による適切な計画の策定と実施が求められる。 

沖縄県は、海岸漂着物対策に係る民間団体、NPO 等、地方公共団体等の関係者の意見を踏

まえ、事業主体や回収事業者が実施する回収事業のためのマニュアル（回収事業編）、地域住

民や民間団体が主体となって実施する海岸清掃活動のためのマニュアル（住民活動編）をそ

れぞれ策定するとともに、その普及啓発に努めるものとする。 

 

（４）その他技術的知見等 

上記（１）～（３）の他、沖縄県における海岸漂着物対策に必要となる技術的な知見等と

しては、適切な回収処理方法の選択、海岸の生態系への影響把握と対策、県内における海岸

漂着物等の発生源の把握と対策等があり、対象となる海岸あるいは地域に合った事項を選択

し、その具体的な施策を検討した上で実施するものとする。 

① 適切な回収処理方法の選択 

海岸漂着物等の回収方法を検討する上では、環境配慮、環境保全の視点から人力を優先す

る。人力では対応が困難な場合には、重機や運搬及び搬出用の船舶、車輌等の必要性を検討

するものとする。 

また、回収した漂着物の処理方法については、地域の実情を考慮し、コスト優先、効率優

先、再資源化優先、リサイクル優先等の視点から、関係者間の協議の上で選択する。ただし、

資源の有効利用を念頭に分別回収した上で、可能な限り再資源化あるいはリサイクル優先と

する。 

 

② 海岸の生態系への影響把握と対策 

沖縄県内の海岸では、貴重な動植物による生態系がみられる場合が少なくない。しかしな

がら、海岸におけるごみの漂着量の多い海岸においては、生態系への影響が指摘される場合

がある。 

沖縄県は、海岸の生態系に対する海岸漂着物等の影響について、専門家や地域関係者から

情報を収集しつつ必要な対策を講ずるよう努めるものとする。生態系への影響の対策を検討

する上で必要となる事項等は、以下に列記する点である。 

・生態系への影響を把握する上では、専門家、対象となる海岸の生態系に精通した地域関係

者や関係する行政機関等の協力、助言を得るものとする。 

・生態系への影響やその規模等を把握するだけでなく、影響を与える海岸漂着物の種類と発

生原因等についても把握するよう努める。 
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・例えば、海岸に防潮林（マングローブ林等）が隣接している地帯では、海岸と防潮林それ

ぞれを異なる機関が所管している場合がある。生態系への影響がある海岸漂着物等の回収

を計画する場合には、対象となる海岸と生態系を所管する行政機関等が中心となり、適切

な回収体制の構築を検討するものとする。特に、回収作業を実施することによって生態系

へ影響を与えてしまう場合もあることに特段の留意が必要である。 

 

③ 県内における海岸漂着物の発生源の把握と対策 

沖縄県内の海岸には、主に海外から大量のごみが漂着し続けているが、国や県の調査や地

域関係者からの指摘等により、県内や近隣地域が発生源と判断されるごみも少なくないこと

が明らかになってきている。 

沖縄県は、海岸漂着物のモニタリング調査や地域関係者からの情報収集等を通じて、県内

における海岸漂着物の発生源の把握に継続的に努めるものとする。 

また、沖縄県は海岸漂着物の県内における発生源が把握された場合には、必要に応じて関

係する行政機関や地域関係者と協議を行った上でその対策を検討し、必要な措置を講ずるも

のとする。 

 

５．海岸漂着物対策の実施に当たって配慮すべき事項その他海岸漂着物対策の推進に関し必要

な事項 

沖縄県における海岸漂着物対応策は、前記の 4 項目である「海岸漂着物対策を重点的に推

進する区域及びその内容」、「関係者の役割分担及び相互協力に関する事項」、「望ましい海岸

清掃体制に関する事項」、「その他配慮すべき事項」が円滑に推進され、それぞれが相乗的な

役割を果たした上で成果をあげることができると想定される。そのためには、沖縄県関係機

関による推進体制を構築する必要がある。 

（１）沖縄県内部での連携 

沖縄県内では、環境部局や海岸部局等の横断的な連携・協力体制を確保するものとする。 

 

（２）沖縄県・関係市町村間の連携 

海岸漂着物対策の推進に際し、沖縄県と関係市町村との連携が図られるよう、協議会の活

用をはじめ、相互の連絡調整等を円滑に図るための連携・協力体制を確保するものとする。 

 

（３）他県との連携 

沖縄県は、地域外から流入する海岸漂着物への対応や、海岸漂着物の発生抑制での連携・

協力が円滑に図られるよう、他県との情報・意見交換等を推進し、必要に応じて他県と連携

するための体制を整えるよう努めるものとする。 

 

（４）沖縄県海岸漂着物対策地域計画に係る検討の実施 

沖縄県海岸漂着物対策推進協議会やその他対応策等の実施により、これらの成果や新たに

生じてくる課題等に対し、県内における海岸漂着物対策の方針は柔軟に対応されるべきもの

である。また、国の基本方針は、海岸漂着物処理推進法の施行後３年を経過した場合におい

て、施策の実施状況等を勘案し、本基本方針の改定の検討等必要な措置を講ずるものとされ

ている。したがって、本計画は、沖縄県内における海岸漂着物対策の進捗や取り巻く環境の

変化、国の基本方針の改定等に対して柔軟に対応し、必要に応じて計画内容の見直し等を行

うものとする。 
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沖縄県海岸漂着物対策地域計画 用語説明 

 

海岸管理者： 

海岸の管理については、海岸法(昭和 31 年 5 月 12 日公布)の第 5条、第 37 条の 3等に定め

られており、海岸保全区域及び一般公共海岸の管理は海岸管理者が行うとされている。 

沖縄県における、港湾区域や漁港区域を除く海岸保全区域及び一般公共海岸の管理者は沖

縄県知事（各地域の土木事務所、農林土木事務所、農林水産振興センター）であり、また、

港湾区域においては港湾管理者の長、漁港区域においては漁港管理者の長が海岸管理者とな

る。なお、海岸管理者との協議に基づき、恩納村長及び渡嘉敷村長が地域の海岸管理を行っ

ている。 

 


